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〈ＴＡＣ〉無断転載・複写を禁じます

はじめに 

 

 

ＴＡＣ行政書士講座のご受講をご検討いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 

行政書士は法律家です。 

 

行政書士は、予防法務家と言われるように、「争い

が起こらないようにする法律家」です。 

また、契約書、遺言書から、許認可申請書類まで、

法的文書の作成や、事務処理のエキスパートでもあり

ます。 

 

そんな「行政書士になりたい！」という想い。 

 

ＴＡＣ行政書士講座で実現させてみませんか？ 

 

 

これから、２０１５年の行政書士試験に向けた学習

が始まることになりますが、ＴＡＣ行政書士講座とと

もに、「行政書士になりたい！」という想いを達

成しましょう！！ 
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＜基本テキストの使い方＞ 

 学習の指針  

まずは、大きな視点から、各編でどのようなことを学ぶのかを示します。 

 

 <本章のポイント>  

各章において押さえるべきポイント、理解すべき事項は何かを明示しています。その

章の学習を始める前に、学習の際に意識しておくべきポイントを把握することで、学習

の理解を促します。学習が終わったら、もう一度ポイントを見返して、各項目が理解さ

れているかの確認項目としてもご利用ください。 

 

 

 

本文の各項目には重要度として★★★・★★・★が付してあります。 

重要度のランクに関わらず、本文部分は行政書士試験合格のために必要十分な情報を掲

載しています。ただ、より効率的に学習するための指針として、学習の優先順位が高いも

のから、★★★→★★→★としてランク付けをしています。 

★★★ ― もっとも基本的・基礎的な項目、過去頻出の項目、他の学習項目の理解の前

提となる項目です。★★★項目を最優先して、徹底的に理解し、覚えていき

ましょう。 

★★  ― ★★★と同じく、行政書士試験合格のためには十分に理解しておかなければ

ならない項目です。 

★   ― 優先順位の高い★★★・★★の学習を十分に行った後、さらに行政書士試験

合格を確実にするために押さえておくべき項目です。 

 条文チェック！  

条文は、法律学習の出発点です。行政書士試験でも、条文からの出題が中心となりま

す。したがって、条文を把握し、理解することが、行政書士試験合格のための根幹とな

ります。基本テキストに抜粋してある条文はいずれも行政書士試験攻略において欠かす

ことのできない重要条文ですから、しっかり読んで理解しましょう。 

 

 

重要度★★★ 
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 

 判例を読む  

行政書士試験では、条文とともに判例の知識・理解を問う問題も出題されます。した

がって、判例の理解も必要です。判例には学習の目安となるよう重要度をＡランク～Ｃ

ランクで表示しています。 

 事案の概要  では、事件の経過や訴えの内容が具体的に書かれていますが、基本テキ

ストでは少し簡略化したものとしていますので、詳細な内容を知りたい場合には判例集

で確認してください。 

 法律関係図  は、登場人物の関係を図示しています。 

 争点  では、その事件では、どのような法律的問題が生じたのかを指摘しています。 

＜判旨＞では、その争点に対して、実際に裁判所が下した判断を掲載しています。 

基本テキストに掲載されている判例は、行政書士試験を攻略するために理解しておか

なければならない重要判例です。行政書士試験を攻略するために特に重要なポイントを

抜粋していますので、判例の重要部分を効果的にインプットしてください。判例を読む

ことは、本試験で問題文を読む力を養うことにもなりますので、何度も読み返してくだ

さい。 

 

 ポイントチェック 

各項目における重要な内容や最低限覚えておいて欲しい内容を列挙することで、各項

目における重要事項や暗記事項を識別できるようにしています。復習の際、ここに挙げ

られたポイントをチェックすることで短時間で見直しをすることができます。効率よく

復習をするための材料として使用してください。 

 

 ＊ 用語解説  

法律の学習においては、法律専門用語など、日常聞きなれない言葉が多く出てきます。

これらの法律用語の意味を押さえないと、法律文書の意味を正確に理解することはでき

ません。そこで、効率的に法律学習を進めて頂くため、法律の学習に必要な重要用語・

概念を、その都度分かりやすく説明しています。 

 

≪参考＋α資料≫ 

高度な学説の議論や、細かい知識、過去に出題はあるものの今後の出題可能性が低い

部分をここにまとめています。行政書士試験は、基本的な条文と判例からの出題が中心

ですから、まずは、本文に記載されている内容を押さえることが先決です。本文を十分

に理解された後、時間に余裕がある場合に「自習用」として学習していただくための部

分となります。 



  

  

15行書（基本テキ）憲法－03／基本テキストの使い方 

（出力日時）2014/10/06  11:18 （頁）3／3 

 [○-○-○] 

行政書士試験を攻略するには、過去問を解いておくことが必須です。過去問で何度も

聞かれているところは重要なポイントです。ここに出てきた問題を実際に「過去問集」

の問題にあたることで、効率的に過去問を攻略することができます。行政書士試験の過

去の出題が一目でわかるように、出題履歴を明示しています。 

（例） [4-26-1] → 平成４年・問題26・肢１ で出題。 

  [11-21-ｴ] → 平成11年・問題21・肢エ で出題。 

 

＜図表で整理＞ 

重要ポイントをわかりやすく図表で整理しています。本文の内容を整理、再確認して、

理解の度合いを深めてください。 

 

 

  巻末に、各単元ごとの復習問題を用意しています。知識の整理に使ってください。 

 

※判例とは 

 最高裁判所が判決や決定などの形で示した法的な判断の中で規範となる部分を指しますが、広

い意味では、下級裁判所の裁判例もあわせて判例と呼ぶこともあります。 

 条文の抽象的な文言の意味や具体的事例における当該規定の適用の可否などは条文だけではわ

からないことも多く、具体的な事件の解決を通じて、裁判所が判断をします。最高裁判所で出さ

れた判断は、「判例」としてその後の法解釈に決定的役割を果たします。 

   
【判例とは】 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方裁判所 

高等裁判所 

最高裁判所 （三審） 

（二審） 

（一審） 

控訴 

上告 

事件 

訴訟提起 

判決 

個別事件に関する

最終判断 

  ＋ 

法解釈上の争点に

関する最終判断 

判例 

復習問題 
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憲  法 
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学習の手引き 

１ 出題傾向 

出題傾向が変わった平成18年以降、５肢択一式問題５問、多肢選択式問題１問の計６

問という出題数となっています。今後も、出題数の大幅な変動はないと思われます。 

出題内容としては、条文問題・判例問題が中心です。出題分野は、平均的傾向として

は、憲法総論分野から１問、人権分野から３問、統治分野から２問と、バランスのよい

出題となっています。出題レベルは、基本的な条文・判例が問われていますので、基本

的な条文・判例を丁寧に押さえていくことが必須です。 

２ 戦略的学習法 

上記の出題傾向に対応するには、まずは、条文の意味を正確に理解することです。条

文を知識として暗記するのではなく、条文が、日本の統治システムの中でどのような意

味をもっているのかを押さえます。次に判例を押さえる必要があります。判例は、結論

のみを押さえるだけではなく、具体的にどのような事案で問題となった判例なのかを押

さえておきましょう。事例を押さえることで、効果的に判例学習をすることができます。

また、知識相互の横断的な理解が問われることもありますので、条文や判例相互の関連

性にも意識して学習をすすめるようにしましょう。 

（人権分野） 

条文数は少なく、条文自体も単純なのですが、判例が多いのが特徴です。そのため、

人権の学習方法は、①憲法の条文で規定されている人権の内容をまず押さえ、②それ

ぞれの人権で問題となった判例を理解し、③アウトプットの練習をしながら、知識を

定着させるということになります。 

そのための手順として、まず、①条文を読み、どのような権利が保障されているの

か、人権の内容を具体的に押さえましょう。基本テキストに書かれている人権の具体

的な内容が分かるようになるまで、徹底的に理解します。 

つぎに、②各人権で問題となっている点を押さえ（これを争点・論点と呼びます）、

問題点に対して判例がどのように解釈・判断したのかを押さえます。重要ポイントは、

太字になっていますから、太字に注意しながら理解しましょう。 

さらに、③基本テキスト章末の復習問題・ミニテスト・過去問を順次解いていきま

す。学習進度に合わせて、問題を解き、知識の定着を図ったうえで、総仕上げとして

科目別答練で力だめしです。科目別答練で知識の穴を発見して、その穴を埋めるため

に、間違えたところは、基本テキストや復習問題、ミニテスト、過去問で知識を再確

認して、正確な知識の再度の定着を図っていきます。最後に本試験形式の答練を受け

て、本試験での対応を身につけます。 
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（統治機構） 

条文からの出題が中心です。統治機構の条文には、統治のシステムが規定されてい

ますから、そのシステムを覚えることになります。 

そのため、統治機構の学習方法は、①統治機構の条文を覚え（インプット）、②アウ

トプットの練習をしながら、知識を定着させることが中心となります。アウトプット

の方法は、人権分野と同じく、基本テキスト章末の復習問題・ミニテスト・過去問→

科目別答練→間違えたところは、基本テキストや復習問題、ミニテスト、過去問で知

識を再確認の繰り返しです。 

（憲法の得点の目安） 

８０％から９０％の正解率を目指します。学習しなければならない分量は多くはあ

りませんし、また、基本講義では最初に学習しますから、時間的な余裕もあります。

そこで、憲法では、８０％から９０％の正解率を目指します。 
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－4－ 〈ＴＡＣ〉無断転載・複写を禁じます

統 治 機 構 

憲法の全体構造 

 

 

  憲  法     ＝  国家の基本法であり、最高法規である。 

 

                   包括的基本権 

 

                   自 由 権 

                      

                   受 益 権 

 

   基本的人権           参 政 権 

 

                   社 会 権 

 

                   国民の義務 

 

 

 

                   天  皇 

                           国 会（立法） 

                   三権分立    内 閣（行政） 

                           裁判所（司法） 

                   財  政 

 

                   地方自治 

 

                   憲法改正 
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 第１編 
■■■■■ 

総 論 

  

学習の指針 

現在の日本国憲法は、補則を含めると103条から成る成

文憲法です。しかし、同じ成文法の民法や商法などと異

なり、「国の最高法規」という位置づけがなされています。 

この編では、最高法規である日本国憲法の成立過程、

そして憲法を貫く基本原理、これを示した前文の内容に

ついて学んでいきます。 
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第１章 日本国憲法の成立 

 重要度★ 
 

     

<本章のポイント> 

日本国憲法の制定の経緯を押さえる。 

    

1945年８月、わが国は、ポツダム宣言を受諾して、連合国に降伏した。ポツダム宣言は、軍

国主義の除去、民主主義的傾向の復活強化など、わが国に根本的な改革を求めるものであった。

そのためには、大日本帝国憲法の改正が必要であった※。 

政府は、憲法問題調査委員会を設置して、憲法改正案の作成を行った。しかし、政府原案（松

本案）の内容は、天皇が統治権を総攬するという大日本帝国憲法と大差のない、不十分なもので

あった。そのため政府は、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が提示した憲法草案（マッカーサー草案）

を基にして、新たな改正案を作成し、帝国議会に提出した。帝国議会は、この案に生存権の規定

を追加したり、国民主権を明確化するなどの若干の修正を加えて可決した。こうして成立した日

本国憲法は、1946年11月３日に公布∗され、翌年５月３日から施行∗された。 

※ 日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正する形で制定された。 

  [63-32-2] 

 

＜図表で整理＞【大日本帝国憲法から日本国憲法へ】 

  

  

 

  主権者  天皇 国民 

  

天皇の地位   神聖不可侵 象徴 

   

国会   天皇の協賛機関 国民の代表機関 

  

国民の権利  臣民としての権利  不可侵の権利 

 

                                                                                        
∗ 公布－成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。施行のための要件。公布の方法

は官報（国が一般に告知するための機関紙）によって行う（最大判昭32.12.28）。 
∗ 施行－法令の規定の効力を一般的に発動させ、作用させること。 

日本国憲法 大日本帝国憲法 
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第１編／総 論

－7－ 
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第２章 憲法の意味 

    

<本章のポイント> 

１．「憲法」という言葉のもつさまざまな意味（特に近代的意味の憲法）と、現代憲法

の特徴を押さえる。 

２．憲法の基本としての特徴、特に最高法規性を押さえる。 
    

１ 憲法の意味  重要度★  

１．固有の意味の憲法 

統治の基本法が「憲法」である。統治とは、「国家・国民を治めること」であり、その基本

となる法規範が憲法であり、基礎法とか根本法などともいわれる。これを「固有の意味の憲

法」といい、国家が存在する以上、いつの時代でもどの国にもこの意味の憲法はある。 

  [21-3-2] 

２．近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法） 

近代に入り、特に18世紀末の市民革命以降に形成された、立憲主義の内容を取り入れた憲

法を「近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法）」という。「立憲主義」とは、権力を制限して、

自由を中心とする国民の権利を保障しようとの考えであり、権力分立制と基本的人権の尊重

をその要素として含むものとされている。 

フランス人権宣言は、その16条で、「権利の保障が確保されず、また、権力の分立が規定さ

れていない社会は、すべて憲法をもつものではない。」と規定している。これは、統治の基本

法、根本法が憲法なのではなく、「近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法）」こそが「憲法」

であるとの宣言といえるものである。 

  [21-3-1、21-3-3、21-3-4、21-3-5] 

３．実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 

固有の意味の憲法や近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法）のように、内容に着目した憲

法概念を「実質的意味の憲法」という。 

これに対し、実質的意味の憲法が成文化され、「憲法」という法典に収められたものを「形

式的意味の憲法」という。日本の場合、「日本国憲法」がこれにあたる。江戸時代以前にも日

本には「実質的意味の憲法」として「固有の意味の憲法」はあったが、「形式的意味の憲法」

は「大日本帝国憲法」が初めになる。また、「イギリスは不文憲法の国である。」といわれる

が、これは、実質的意味の憲法はあるが形式的意味の憲法はないということを意味する。 
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＜図表で整理＞【憲法の意味】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」の違い 

    →形式上「憲法」と呼ばれている法典があるか否かの違い 

②「固有の意味の憲法」と「近代的（立憲的）意味の憲法」の違い 

    →人権保障・権力分立（立憲主義）を内容としているか否かの違い 

 

※日本国憲法は、形式的意味の憲法であり、実質的意味の憲法でもある。また、固有の意味の憲法で

もあり、近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法）でもあるということになる。このように相互に排

他的な分類ではないので注意。 

 

２ 現代憲法の特徴  重要度★  

近代的意味の憲法（立憲的意味の憲法）は、各個人の自由を基本とし、自由の制限は必要最

小限であるべき、つまり、国家はできるだけ消極的な存在であるべきとの「消極国家」の考えに

立っていた。しかし、現代では、積極国家（社会国家）、行政国家、司法国家、政党国家という

形の変容をみることになった。ここでは、積極国家（社会国家）についてとりあげる（行政国家、

司法国家、政党国家については一般知識で学習することになる）。 

自由を中心とした政治・経済により社会は発展したが、貧富の格差が生じ、それが拡大する

ことになった。そこで、弱者救済の考え方である「社会権」を多くの憲法が取り入れた。考え方

自体は、第一次世界大戦後のドイツのワイマール憲法（1919年）にすでに現れていたものである

が、これを第二次世界大戦後多くの国が取り入れたのである。 

弱者救済に国家が関与するということは、それまでの消極国家と異なり、国家の積極的な活

動が必要となる。社会全体の調和などを考えて国家が積極的に関与するため、「積極国家（社会

国家）」といわれるようになったのである。 

  

形式によ

る分類 

形式的意味の憲法 

実質的意味の憲法 
内容によ

る分類 

固有の意味の憲法 

近代的意味の憲法 

（立憲的意味の憲法） 

人権保障と権力分立 
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＜図表で整理＞【消極国家から積極国家へ】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的社会的弱者保護

の必要性 

夜警国家 

消極国家 

↓ 

自由放任主義 

↓ 

失業・貧困 

福祉国家 

（積極国家・社会国家） 

↓ 

修正資本主義 

↓ 

経済的社会的弱者の保護 

 （20世紀以降） 

 国家による自由  ←  国家の介入  ←  社会権の保障  

（市民革命以後18・19世紀） 

  自由権の保障   →   国家の不介入   →   国家からの自由  
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３ 日本国憲法の特徴  重要度★★  

憲法には、①自由の基礎法であること、②制限規範であること、③最高法規であることという、

３つの特徴がある。 

 

＜図表で整理＞【日本国憲法の特徴】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自由の基礎法 

18世紀末の近代市民革命以降、憲法が制定された目的は、国民の自由が国家権力によって不当

に制限されることのないよう、その自由を保障することにあった。したがって、憲法は、国民の

権利・自由を保障する規定をおき、国民の自由の保障を基礎づける「自由の基礎法」としての特

徴をもっている。 

 

２．制限規範 

憲法が自由の基礎法として国民の自由を守るためには、その自由を侵害する可能性の高い存在

である国家権力を制限していくことが必要になる。そこで、憲法は、国民の自由を国家権力から

守るという意味で、国家権力を制限する法、つまり「制限規範」として働くことになる。 

 

  

憲法の特徴 

自由の基礎法

制 限 規 範

最 高 法 規
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３．最高法規 

憲法が国民の自由を守るため国家権力を制限していく法であるとすると、すべての国家権力よ

りも上位にあって、すべての国家権力に歯止めをかけることが可能でなければならない。そのた

めには、憲法の効力が他の法規範に優越し、わが国の法体系において最上位にあることが必要に

なる。このことを憲法の「最高法規」性とよぶ。その結果、憲法に反する法規範は無効となる。 

 条文チェック！  

<第98条〔最高法規〕> 

１項 

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令*、詔勅*及び国務に関

するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

  [3-26] 
  

 最高法規とは、国法秩序において最も強い形式的効力をもつことである。 

わが国に存在する法規範には、各種の名称が付されており、憲法以外には、条約、法律、命

令、条例という名称をもった法規範が存在する。これらの法規範の間にはそれぞれ上下関係が

存在し、段階構造をなしている。これを指して国法秩序とよんでいる。 

一般的に、憲法→条約→法律→命令→条例の順序で効力が弱くなると考えられており、下 

位の法は上位の法に反することはできない。そして、法体系の中で最上位にある憲法に反する

ことを違憲、憲法に合致していることを合憲という。 

 

＜図表で整理＞【国法形式の段階構造】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
∗ 命令－国の行政機関が制定する法規範の総称。 
∗ 詔勅－天皇の文書による行為の総称。 
∗ 摂政－天皇が自ら国事行為を行うことができない場合（天皇が成年に達しないときや、精神や身体の重

患または重大な事故があるとき）に、天皇の権能を代行するもの。 

憲法 

条約 

法律 

命令（条例）

憲法に反する 

↓ 

違憲無効 

憲法に反しない 

↓ 

合憲有効 
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 条文チェック！  

<第99条〔憲法尊重擁護の義務〕> 

天皇又は摂政*及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁

護する義務を負ふ。  [1-28-2、17-3-5] 
  

憲法尊重擁護義務は、公務員等に課せられたもので、国民には明文上課せられていない。 

 

 ポイントチェック 

・ 憲法は国家の基本法である。 

・ 憲法には、①自由の基礎法、②制限規範、③最高法規であることという３つの特徴があ

る。 

・ 権力分立と人権の尊重を要素とする立憲主義に基づく憲法を近代的意味の憲法（立憲的

意味の憲法）という。 

・ 現代憲法には、弱者保護の考え方である社会権が採り入れられており、国家観として、

消極国家から積極国家への変容が見られる。 

・ 公務員には憲法尊重擁護義務が憲法の明文で課せられている。 
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第３章 憲法の基本原理 

    

<本章のポイント> 

憲法の基本原理・三本柱とその根拠を理解する。 

１．前文を読み、その意味を押さえる。 

２．「国民主権」の意味と、「主権」の概念を整理する。 

３．「基本的人権の尊重」を規定している条文を読んで理解する。 

４．「平和主義」の意味を押さえる。 

    

日本国憲法の基本原理は、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義の３つである。 

１ 前文  重要度★★  

憲法前文は、憲法制定の由来、目的などを述べる文章であり、日本国憲法前文は、３つの基

本原理を明確に宣言している。 

４項から構成され、その主な内容は、 

第１項──代表民主制（間接民主制）・平和主義・基本的人権の尊重・国民主権 

第２項──平和主義・平和的生存権（｢平和のうちに生存する権利｣） 

第３項──国際協調主義 

第４項──宣誓 

となっている。 

 

≪参考＋α資料≫ 前文の法規範性・裁判規範性 

１．前文の法規範性 

         前文も、「日本国憲法」の題名の後にあり、また、由来・目的・原理などが書かれてい

ることから、法的性質を有する（法規範性がある）と考えるのが通説である。 

２．前文の裁判規範性 

         前文が各条文の解釈基準になることについて争いはない。しかし、前文を直接根拠に

して裁判所に救済を求めることができるか、つまり、裁判規範性があるかについては争

いがある。これを否定するのが通説である。 

[A] 否定説（通説） 

          前文の規定には裁判規範性はなく、前文の規定を根拠に裁判所に権利救済を求める

ことはできないとする。憲法規定の中には裁判規範性を持たないものがあり、また、

前文はその内容が抽象的で具体性に欠けることを根拠にする。 
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[B] 肯定説 

          前文の規定にも裁判規範性があり、前文の規定を根拠に裁判所に権利救済を求める

ことができるとする。実質的には、前文の中にある「平和のうちに生存する権利」（平

和的生存権）に権利性を認めることに意義を有する説である。なお、「平和的生存権」

については、９条や13条を根拠とする立場もある。 

 条文チェック！  

<前 文> 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの

子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢

を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の

厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこ

れを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法

は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法※１、法令及び詔勅

を排除する。  [12-6-1、12-6-4] 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す

るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持

しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ

とを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので

あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権※2

を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

  [12-6-2] 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを

誓ふ。  [2-25、13-3] 
  

※1 憲法改正限界説の論拠とされている部分である。 

※2 この｢主権｣は、②国家権力の最高独立性の意味で使われている。 
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２ 国民主権  重要度★★  

国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存するというものである（前文、

１条）。  

簡単にいえば、国民が政治の主役である、ということである。 

なお、「主権」という概念は多義的なものであって、①国家の統治権、②国家権力の最高独立

性、③国政の最高決定権の３つの意味で用いられている。 

①国家の統治権とは、国家が有する支配権を包括的に示すもの、国家権力そのものを指して

おり、立法権・行政権・司法権の総称として使われている場合である。 

②国家権力の最高独立性とは、国家権力が、国内にあっては最高の存在であり、国外に対し

ては独立した存在であることを示す意味で使われている場合である。「国内にあっては最高」の

部分は現在においてはあまり意味をもっていないが、西欧中世においては、宗教勢力が国王権力

を凌ぐ力を有していた時代に国家への権力集中を図るための意味で使われた。一方、「国外に対

しては独立」の部分は、現代においても他国からの内政干渉をはねのける場合の論理として使わ

れている。 

③国政の最高決定権とは、国政のあり方を最終的に決定する力または権威の意味であり、国

民主権はこの意味で使われている。 

 

＜図表で整理＞【「主権」の概念】  [12-6] 

 

主権の概念 意    味 具  体  例 

①国家の統治権 国家が有する支配権

を包括的に示すもの、

国家権力そのもの。 

「国権」（41条） 

「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九

州及四国……ニ局限セラルベシ。」（ポ

ツダム宣言８項） 

②国家権力の最高独立性 国内にあっては最高、

国外に対しては独立。

「自国の主権を維持し」（前文３項） 

③国政の最高決定権 国政のあり方を最終

的に決定する力、権

威。 

「ここに主権が国民に存することを宣

言し」（前文１項） 

「主権の存する日本国民の総意」 

（１条） 

 

≪参考＋α資料≫ 国民主権の意味（学説） 

[A] 国民自身が主権の究極の行使者であるという「権力的契機」を重視する考え方 

この考え方では、国民主権における「国民」は、現に政治に参加する権利を有す

る者、すなわち投票権者の全体を意味することになる。 

[B] 国家権力の正当性の根拠が全国民にあるという「正当性契機」を重視する考え方 

この考え方では、国民主権における「国民」は、全国民を意味することになる。 
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[C] 「権力的契機」「正当性契機」が不可分な形で結合しているとする考え方（多数説） 

この考え方では、「権力的契機」の側面の「国民」は投票権者であり、「正当性契

機」としての「国民」は全国民になる。 

 

≪権力的契機≫               ≪正当性の契機≫ 

（国家権力の究極の行使者は国民である）    （国家権力の正当性の根拠が国民にある） 

↓                     ↓ 

 直接民主制と結びつく             間接民主制と結びつく 

↓                     ↓ 

｢国民｣とは有権者を指す        ｢国民｣とは抽象的な意味での全国民を指す 

３ 基本的人権の尊重  重要度★  

基本的人権とは、人間であることにより当然に有するとされる権利（自然権・前国家的権利）

である（11条、97条）。 

 条文チェック！  

<第11条〔基本的人権の享有〕> 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的

人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

  

 条文チェック！  

<第97条〔基本的人権の本質〕> 

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成

果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵す

ことのできない永久の権利として信託されたものである。 
  

※ 11条、97条の「この憲法」に世界人権宣言や国際人権規約が含まれるかについては争いがあり、最

高裁判所の判例でも明言されてはいない。  [18-6-3] 

４ 平和主義  重要度★  

第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ、戦争についての深い反省に基づいて、戦争の放棄を

宣言している（前文、９条）。 
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 第２編 
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基本的人権 

  

学習の指針 

この編では、基本原理のうちの「基本的人権の尊重」

を具体的に示した各人権について学んでいきます。 

復習の際には、日本国憲法の「第３章 国民の権利及

び義務」を参照してください。そして、実際の試験対策

としては、最高裁判所の判断である「判例」をしっかり

学習しておきましょう。 
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第１章 人権の主体 

    

<本章のポイント> 

憲法上の人権が保障されるのは誰なのかを理解する。 

１．日本国民が人権享有主体であることをまず押さえる。 

２．外国人に憲法上の人権が保障されるか、保障されるとすると、保障される人権は何

なのかを押さえる。 

３．法人、在監者、未成年者についても、人権が保障されるか、保障される人権は何か

を押さえる（公務員については後で理解すればよい）。 
    

１ 日本国民  重要度★  

 条文チェック！  

<第10条〔国民の要件〕> 

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

  

人権について規定している日本国憲法第３章の表題は「国民の権利及び義務」となっており、

人権は日本国民に保障されているといえる。ここでいう「日本国民」に該当するのは誰なのかに

ついて、つまり、日本国民の要件については、10条に基づいて国会の制定する法律で定められる

ことになる。具体的には、国籍法が日本国民の要件を定めている。 

２ 外国人の人権  重要度★★★  

条文上は明らかではないが、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定は保障されている

と解するのが判例、通説である。 

人権は前国家的・前憲法的∗な性格を有するものであり、また、憲法が国際協調主義（前文３

項、98条２項）をとり、かつ、人権の国際化の傾向が顕著にみられるようになったことを根拠と

する。 

 

                                                                                        
∗ 前国家的・前憲法的－国家が成立する前から、憲法が制定される前から、人権は存在していたというこ

とを指す。 



  

  

15行書（基本テキ）憲法－12／２編１章（新P18～27） 

（出力日時）2014/10/06  11:19 （頁）19／10 

第
１
章
 人

権
の
主
体
 

第２編／基本的人権

－19－ 

 

 

 

 

 

 

〈ＴＡＣ〉無断転載・複写を禁じます

外国人にどのような権利が保障されるかは、当該権利の性質によって判断されることになる

が、判例においては、入国の自由や参政権（公務就任権を含む）、社会権、参政権的な機能をも

った政治的表現の自由は保障されないと判断されている。また、経済的自由に関しても、日本国

民とは異なる特殊の制約を受けるものと解されている。一方、精神的自由は原則として保障され

ると解されており、出国の自由や指紋押なつを強制されない権利についても保障されると解され

ている。 

 

 判例を読む  

マクリーン事件（最大判昭53.10.4） 重要度Ａ 

 事案の概要  

アメリカ人Ｘ（マクリーン氏）は、１年の在留許可を受けて日本に滞在していたが、在留

期間中に戦争反対運動などの政治活動に参加したこと等を理由に、法務大臣Ｙから在留期間

の更新を拒否されたため、ＸがＹの不許可処分の取消しを求める訴えを提起した。 

 法律関係図  

 

 

 

 

 

 

 争点１  外国人にはいかなる人権が保障されるか。 

＜判旨＞ 

「憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象と

していると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解す

べきで……ある。」  [63-27-1、2-21-1、4-21-1、18-6-1] 

 争点２  外国人に政治的活動の自由は保障されるか。  

＜判旨＞ 

「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等

外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が

及ぶものと解するのが、相当である。」  [6-24-3、23-4-3] 

 争点３  外国人に入国の自由、在留の権利は保障されるか。 

＜判旨＞ 

「外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権

利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。」 

  [5-22-3] 
 

 

  

法務大臣Ｙ 

①在留許可の 
 更新の申請 

Ｘ（マクリーン）

②政治活動を
 理由に拒否

③不許可処分の取消し
 を求める訴え 

裁判所 
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森川キャサリーン事件（最判平4.11.16） 重要度Ｃ 

 事案の概要  

日本人と結婚したアメリカ人Ｘ（森川キャサリーン）は、韓国旅行の計画を立て、再入国

許可申請をしたが、外国人登録法に基づく指紋押なつ拒否を理由に、法務大臣Ｙが不許可と

したため、ＸはＹの不許可処分の取消しと国家賠償を求める訴えを提起した。 

 争点  外国人に再入国の自由は保障されるか。 

＜判旨＞ 

「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでな

いことは、過去の判例の趣旨に徴して明らかである。したがって、外国人の再入国の自由は、

憲法22条により保障されないとした原審の判断は、正当として是認できる。」    [19-6-5] 

 

定住外国人の選挙権（最判平7.2.28） 重要度Ａ 

 事案の概要  

在日韓国人Ｘらは、選挙人名簿に未登録であることを不当として、選挙管理委員会Ｙらに

異議を申し出たが却下の決定をうけた。そこでＸらはこの決定の取消訴訟を提起した。 

 争点１  外国人に選挙権は保障されるか。 

＜判旨＞ 

「公務員を選定罷免∗する権利を保障した憲法15条１項の規定は、権利の性質上日本国民の

みをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないもの

と解するのが相当である。」 

 争点２  憲法93条２項※にいう「住民」に外国人は含まれるか。 

＜判旨＞ 

「憲法93条２項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味

するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共

団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」 

※93条２項｢地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団 

体の『住民』が、直接これを選挙する。｣  [23-4-4] 

 争点３  定住外国人に法律をもって地方選挙権を付与することは許されるか。 

＜判旨＞ 

「憲法93条２項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保

障したものとはいえないが、……我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその

居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、

……法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を

講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」 

  [4-26-5、12-4-3、18-2-ｳ、19-6-2、23-4-5] 

                                                                                        
∗ 罷免－本人の意思に反して公職を免ずること。免職と同じ意味。 
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＜図表で整理＞【外国人の選挙権の保障】 

 

国政選挙権 地方選挙権 

外国人に保障されるか？ されない されない 

外国人に付与できるか？ 不可 可 

  

  

 

  
外国人職員昇任試験拒否訴訟（最大判平17.1.26） 重要度Ｂ 

 事案の概要  

日本国籍を有しない東京都職員Ｘは、日本国籍を要件とする管理職選考試験を受験しよう

としたが、日本国籍を有しないことを理由に拒否された。そこで、Ｘは東京都に対して国家

賠償を求める訴えを提起した。 

 法律関係図  

 

  

 

 

                   

 

 争点１  外国人に公権力行使等地方公務員に就任できる権利※が保障されているか。 

＜判旨＞ 

「（条例∗等の定めるところにより）普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇に

つき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするもの

ではない。また、そのような取扱いは、合理的な理由に基づくものである限り、憲法14条１

項に違反するものでもない。……原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務

員に就任することが想定されている」 

 争点２  外国人は公権力行使等地方公務員に就任できないとする措置は、憲法14条１項に

反しないか。 

＜判旨＞ 

「普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員

に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づ

いて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、

労働基準法３条にも、憲法14条１項にも違反するものではない。」  [19-6-3] 

※「公務員に就任する権利」を学説では公務就任権とよんでいる。 

                                                                                        
∗ 条例－地方公共団体（都道府県・市町村など）の議会が制定する決まり。 

東京都 

①管理職試験の 

 受験申請 

職員Ｘ 裁判所 

③法の下の平等（14条１項）に反する措置で

あることを理由とした国家賠償を求める訴え 

②国籍を理

由に拒否 
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塩見訴訟（最判平元.3.2） 重要度Ｂ 

 事案の概要  

韓国籍Ｘは、子どもの頃のはしかにより失明し、国民年金法（81年改正前）別表１級に該

当する状態にあった。その後、Ｘは、日本国籍を取得し、大阪府知事に対して国民年金法81

条１項の障害福祉年金受給請求を行ったが、同法56条１項但書により、廃疾認定日に国民で

なかったことを理由に請求を却下されたので、処分の取消しを求めた。 

 争点  外国人に対して社会権はどのように保障されるか。 

＜判旨＞ 

「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は特別の条

約の存しない限り、……その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その

限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと

も、許されるべきことと解される。」  [19-6-4] 

その他に幸福追求権（外国人指紋押なつ拒否事件）も問題となるが、これは後述する。 

 

≪参考＋α資料≫ 外国人の人権享有主体性に関する学説 

［A］否定説 

憲法第３章は「国民の権利及び義務」となっている。外国人に人権を保障するか否か

は立法政策の問題である。 

［B］肯定説（判例・通説） 

人権の前国家的・前憲法的性格や国際協調主義から、一定の範囲内で外国人の人権享

有主体性を認める。 

〈外国人に保障される人権は何か。〉 

[B1] 文言∗説 

「国民は」という表現の規定は外国人には保障されないが、「何人も」という表現の規

定は外国人にも保障される。 

[B2] 性質説（判例・通説） 

人権の性質から外国人に保障される人権か否かを検討する。 

 

 

 

 

 

                                                                                        
∗ 文言（もんごん）－文章中の語句 
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３ 法人の人権  重要度★★  

自然人∗でない法人∗にも権利の性質上可能な限り人権規定は適用される。 

法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果が究極的に自然人に帰属するのに加えて、

法人は現代社会において１つの社会的実体として重要な活動をしているからである。 

結社の自由、信教の自由、報道の自由、プライバシー権などは、法人にも保障されるが、

選挙権、生存権、一定の人身の自由など、自然人とのみ結合して考えられる人権は、法人に

は保障されないと解されている。 

法人の人権で主な争点となっているのは、政治的活動の自由（政治献金の自由）について

である。判例は、法人の性質によって異なった判断をしており、株式会社には政治的活動の

自由（政治献金の自由）が保障されるが、強制加入団体∗である税理士会には保障されないと

判断している。 

 

 判例を読む  

八幡製鉄事件（最大判昭45.6.24） 重要度Ａ 

 事案の概要  

八幡製鉄株式会社の取締役Ｙが会社名義で自民党に政治献金をした。そこで、これに不満

のある株主Ｘらは、Ｙらに対し、会社が被った損害を会社に支払うよう求めて株主代表訴訟

を提起した。 

 法律関係図  

  

 

 

                   

 

 

 争点１  法人にも人権は保障されるか。 

＜判旨＞ 

「憲法第３章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人

にも適用されるものと解すべきである……。」 

 

                                                                                        
∗ 自然人－権利義務の主体である個人（人間）のこと。 
∗ 法人－自然人以外のもので、権利義務の主体となることが法律によって認められたもの（ex. 会社、社

団法人、財団法人、行政書士会）。 
∗ 強制加入団体－行政書士会や税理士会のように、法律の規定によりその資格や業務を行うために加入が

義務付けられている団体。 

八幡製鉄 

取締役Ｙ 
自民党 

①政治献金 

株主Ｘ 

②Ｙに対して会社に損害賠償をする 

よう求める訴え（株主代表訴訟） 

裁判所 
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 争点２  会社に政治的行為の自由は保障されるか。 

＜判旨＞ 

「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するな

どの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であ

り、……自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。」 

  [63-27-2、7-26-3] 

 

南九州税理士会政治献金事件（最判平8.3.19） 重要度Ｂ 

 事案の概要  

南九州税理士会は、税理士法改正運動のために政治団体に寄付する資金として、会員から

特別会費を徴収する決議を行ったが、会員Ｘらはこの会費を納入しなかった。その後、Ｘら

は、会の役員選挙の選挙権を剥奪されたため、特別会費納入義務の不存在確認と慰謝料の支

払いを求めて訴えを提起した。 

 法律関係図  

 

  

 

 

                   

 

 

 争点  強制加入団体が会員に政治献金のための協力義務を課すことは、会員の思想・良心

の自由を侵害し、政治献金は強制加入団体である税理士会の目的の範囲外の行為では

ないか。 

＜判旨＞ 

「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・

信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理

士会が……決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務に

も、おのずから限界がある。……税理士会が、……多数決原理によって団体の意思として決

定し、構成員にその協力を義務付け……政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付を

することは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、

……税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」  [16-4] 

 

＜図表で整理＞【法人の政治活動（政治献金）の自由の保障】 

法人の種類・法的性格 事件 政治献金の自由 

株式会社 八幡製鉄事件 保障される 

強制加入団体（税理士会） 南九州税理士会事件 保障されない 

 

                  判断を分けたのは、法人の法的性格（性質）の違い 

南九州税理士会 

①特別会費 

を徴収 

会員Ｘ 

③会 員 資 格 

の一部停止 

裁判所 

④会費納入義務の不存在確認と 

慰謝料請求の訴え 

②拒否 
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≪参考＋α資料≫ 法人の人権享有主体性に関する他の判例 

 

群馬司法書士会事件（最判平14.4.25） 重要度Ｃ 

 事案の概要  

群馬司法書士会は、阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会に義援金として寄付をするため、会

員から負担金徴収を行う旨の決議を行った。これに対して会員の一部が、この決議は会員の思想・信条

等を侵害し、無効であるとして訴えを提起した。 

 争点  被災した他の司法書士会へ寄付をすることは司法書士会の目的の範囲内といえるか。 

＜判旨＞ 

 ｢司法書士会は司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導および連絡に

関する事務を行うことを目的とするものであるが、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範

囲で他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることもその活動の範囲に含

まれるというべきである。‥‥‥したがって、兵庫県司法書士会に本件拠出金を寄付することは、被上

告人（群馬司法書士会）の権利能力の範囲内にあるというべきである。｣（したがって、本件決議は有

効である） 

 

＜図表で整理＞【法人の「目的の範囲」の判断】（○は目的の範囲内） 

法人の性質 事件名 
争われた行為の目的 

政治献金 義援金 

営利私企業 

（株式会社） 
八幡製鉄事件 ○ － 

強制加入団体 

（税理士会） 

南九州税理士会 

政治献金事件 
× － 

強制加入団体 

（司法書士会） 
群馬司法書士会事件 － ○ 

 

 

 

 

４ 公務員の人権  重要度★★  

公務員の人権については、政治活動の自由の制限（猿払事件）と、労働基本権の制限（全農

林警職法事件）が特に問題となる。公務員の人権制限については後述する（21条、28条参照）。 

法人の性質

による違い 

行為の目的による違い 
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５ 在監者の人権  重要度★  

憲法が在監関係を認めていることから(18条、31条、34条）、この在監関係を維持するため、

在監者∗は一般国民と異なる制限に服する場合がある。しかし、その制限は、在監目的（拘禁と

戒護∗および受刑者の矯正教化）を達成するために必要最小限にとどまらなければならない。 

 

 判例を読む  

よど号ハイジャック新聞記事抹消事件（最大判昭58.6.22） 重要度Ｂ 

 事案の概要  

拘置所に勾留されていたＸらは、私費で新聞を購読していたが、拘置所長が、よど号ハイ

ジャック事件に関する記事を塗りつぶした新聞を配付した。そこで、Ｘらは、「知る権利」を

侵害されたとして、国家賠償を求める訴えを提起した。 

 争点１  閲読の自由の憲法上の位置づけ 

＜判旨＞ 

「新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可

侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、い

わばその派生原理として当然に導かれる……。」 

 争点２  在監者の閲読の自由の制限は、憲法に違反しないか。 

＜判旨＞ 

「未決勾留∗により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、逃

亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか…監獄内の規律及び秩序維持のために

必要とされる場合にも、一定の制限が加えられることは、やむをえない」  [6-24-2、18-6-2] 

禁煙処分事件（最大判昭45.9.16） 重要度Ｃ 

 事案の概要  

未決勾留中のＸは、旧監獄法施行規則96条に基づき喫煙を禁止された。そこで、Ｘは、禁

煙処分によって精神的苦痛を被ったとして、国に国家賠償を求める訴えを提起した。 

 争点  在監者の喫煙の自由 

＜判旨＞ 

「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所

において保障されなければならないものではない。……喫煙禁止という程度の自由の制限は、

必要かつ合理的なものであると解するのが相当で……ある。」       [63-27-4、9-21-1] 

                                                                                        
∗ 在監者－刑事施設などに強制的に収容されている者。受刑者、未決勾留者など。 
∗ 戒護－逃亡、罪証隠滅、暴行、殺傷の防止、紀律維持など。 
∗ 未決勾留－逃亡や罪証隠滅を防止するため、刑事事件の被疑者・被告人の身柄を拘束する刑事手続上の

強制処分。 
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６ 未成年者の人権  重要度★  

未成年者は、心身の発達が未成熟であり、特に保護する必要があること、また、健全な育成

を図るという目的から、人権が制限される場合がある。 

 

≪参考＋α資料≫ 未成年者の人権についての判例 

 

校則によるバイク制限（最判平3.9.3） 重要度Ｃ 

 事案の概要  

私立高校Ｙの生徒Ｘは、「バイクの免許を取らない、乗らない、買わない」という「三ない原則」を

定める校則に反し、免許を取得し、バイクを買った。このバイクを友人に貸したところ、これを転借し

た別の生徒が無免許運転で人身事故を起こした。Ｘは、学校から自主退学を勧告され退学した。その後、

Ｘは、Ｙのこの措置を違憲・違法な校則に基づく退学処分にあたるとして、Ｙを相手に損害賠償を求め

る訴えを提起した。 

 争点  校則による「バイクの三ない原則」は許容されるか。 

＜判旨＞ 

「いわゆる三ない原則を定めた本件校則……が社会通念上不合理であるとはいえないとした原審の判

断は、正当として是認することができる。」 

 

≪参考＋α資料≫ パターナリスティックな制約 

 

精神疾患などのために本人の判断能力が非常に限られているようなケースを除き、成年者

の場合には、判断能力があるから、自己加害防止のために、国家が後見的な立場で人権制約

することは、原則として許されない。 

しかし、未成年者の場合、成年者と異なり、心身ともに発達段階にあり判断も未熟なため、

成年者と同一に扱うと未成年者に不利益となる場合がある。そこで、未成年者の健全な成長

のために必要最小限度の措置であれば、国家が後見的立場から、未成年者自身の保護を目的

として、人権制約を行うことも許されると一般に解されている。このような後見的保護主義

（パターナリズム）に基づく制約を、パターナリスティックな制約という。たとえば、財産・

身分上の法定代理人の関与、婚姻年齢の制限、喫煙や飲酒の禁止、青少年保護条例による性

行為の自由や雑誌・書籍などを読む自由の制限などが、パターナリスティックな人権制約で

あるといえる。                               [20-3] 

 

＜図表で整理＞ 

  

  

 
 

⇒未成年者であるが故の制約根拠 

人権制約

「公共の福祉」による制約(他者加害防止) 

パターナリスティックな制約(自己加害防止) 

⇒何人にも共通する一般的な制約根拠 
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基本講義① 復習問題
 

一問一答チェック 

各文章が正しければ○、誤っていれば×をつけなさい。また、語句をきいている場合は、

語句を答えなさい。 

〔基本編〕 

１．国家である以上、どの国家にも固有の意味の憲法は存在して

いる。 

○ 固有の意味の憲法は、統

治の基本法のことであるか

ら、国家である以上必ず存

在している。 

２．人権保障と権力分立に基づく憲法のことを近代的意味の憲法

と呼ぶ。 

○ 立憲的意味の憲法とも呼

ばれている。 

３．日本国憲法は、実質的意味の憲法であって、形式的意味の憲

法ではない。 

× 日本国憲法は両者に該当

する。 

４．憲法は最高法規であって、その条規に反する法律、命令、条

約及び国務に関するその他の行為は、その効力を有しないと98

条１項で規定している。 

× 98条１項の条文には、「条

約」は入っておらず、その

部分は「詔勅」となってい

る。 

５．国民は、憲法の明文によって、日本国憲法を尊重し、擁護す

る義務を負わされている。 

× 憲法尊重擁護義務を規定

する99条には、国民は含ま

れていない。 

６．国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力また

は権威が国民に存するということである。 

○  

７．前文３項の「自国の主権を維持し」という場合の「主権」は、

国家の統治権の意味で使われている。 

× 国家権力の最高独立性の

意味で使われている。 

８．主権の概念の１つである「国家権力の最高独立性」とは、国

内にあっては最高、国外に対しては独立のことである。 

○ 
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９． 「主権の存する日本国民の総意」と言う場合の「主権」は、

国政の最高決定権の意味で使われている。 

○  

10．外国人には、日本国憲法で規定されている人権は保障されな

い。 

× 権利の性質上、日本国民

のみを対象としているもの

を除き適用可能なものは保

障される。 

11．外国人には、権利の性質上、選挙権は保障されない。 ○ 国民主権原理から導き出

される制約と考えられてい

る（最判平7.2.28）。 

12．外国人には、国政の選挙においても地方の選挙においても、

選挙権を与えることは、国民主権原理から禁止されている。 

× 国政の選挙権の付与は禁

止されるが、地方の選挙権

の付与は許容されている（最

判平7.2.28）。 

13．外国人には、入国の自由は保障されていないが、在留の権利

は保障されている。 

× どちらも保障されていな

い。 

14．外国人には出国の自由は保障されていないが、定住外国人は

生活の本拠が日本にあるから再入国の自由は保障される。 

× 出国の自由は保障されて

いる。一方、再入国の自由

は保障されない（森川キャ

サリーン事件）。 

15．地方公共団体が、管理職昇任の資格要件として日本国籍を有

する職員であることを定めたとしても憲法に反しない。 

○ （外国人職員昇任試験拒

否訴訟） 

16．法人にも、権利の性質上可能な限り人権規定は適用される。 ○ （八幡製鉄事件） 

17．株式会社や税理士会などの法人は、政治献金をする自由を有

している。 

× 株式会社は有しているが、

税理士会は有していない（八

幡製鉄事件・南九州税理士

会政治献金事件）。 

18．税理士会は政治献金をする自由がないので、政治献金をする

ために特別会費を徴収する決議は無効である。 

○ （南九州税理士会政治献

金事件） 

19．監獄内の秩序を維持するため必要がある場合、未決拘留中の

者に対して新聞を読む自由を制限することも許される。 

○ （よど号ハイジャック新

聞記事抹消事件） 

20．喫煙の自由は憲法13条の保障する基本的人権の１つであるか × 受刑者に対する喫煙の禁



  

  

基
本
講
義
①
 
復
習
問
題
 

15行書（基本テキ）憲法－50／復習問題①（新P200～203） 

（出力日時）2014/10/06  11:24 （頁）202／4 

－202－ 

 

〈ＴＡＣ〉無断転載・複写を禁じます

ら、受刑者に対しても制限することは許されない。 止は必要かつ合理的なもの

として許される（禁煙処分

事件）。 

〔応用編〕 

１． 前文は法規範性を有し、前文を直接の根拠として裁判所に

救済を求めることも可能である。 

× 前文には、裁判規範性が

ないので、裁判する際の基

準とはならないとするのが

通説である。 

２．前文２項には、いわゆる「平和的生存権」についての記述が

あるが、判例はこの権利を具体的権利としては認めていない。 

○ 前文に規定された平和的

生存権は、具体的権利とは

いえないとするのが判例で

ある。 

３．強制加入団体である司法書士会が他の司法書士会に義援金と

して寄付をするために会員から特別会費を徴収する決議は無効

である。  

× 無効ではない（群馬司法

書士会事件）。 

４．私立学校が校則で「バイクの三ない原則」を定めることは、

社会通念上不合理であるとはいえない。  

○ （最判平3.9.3） 

 多肢選択対策空欄補充問題 

空欄Ａ・Ｂに適切な語句を入れなさい。 

１．18世紀末の市民革命以降に形成された、〔 Ａ 〕の内容を取り入れた憲法を「近代的意

味の憲法」または〔 Ｂ 〕意味の憲法」という。〔 Ａ 〕とは、権力を制限して、自由

を中心とする国民の権利を保障しようとの考えである。 

Ａ－立憲主義 Ｂ－立憲的 

２．98条１項「この憲法は、国の〔 Ａ 〕であつて、その条規に反する法律、〔 Ｂ 〕、

詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 

Ａ－最高法規 Ｂ－命令 （98条１項） 

３．国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その〔 Ａ 〕は国民に由来し、その

権力は国民の〔 Ｂ 〕がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 

Ａ－権威 Ｂ－代表者 （前文１項） 
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４．憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の〔 Ａ 〕上日本国民のみをそ

の対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ

ものと解すべきである。政治活動の自由についても、わが国の〔 Ｂ 〕又はその実施に

影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるも

のを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。 

Ａ－性質 Ｂ－政治的意思決定  （マクリーン事件） 

 

５．法が税理士会を〔 Ａ 〕の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の

思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。税理士会

が、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、税理士会の〔 Ｂ 〕

の範囲外の行為といわざるを得ない。 

Ａ－強制加入 Ｂ－目的  （南九州税理士会政治献金事件） 

 


	pdf／15行書（見本テキ）憲法－02／はじめに.docx（A4）.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－03／使い方.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－04／とびら（憲法）.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－05／００２－００３.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－06／００４.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－07／とびら（１編）.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－08／００６.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－09／００７－０１２.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－10／０１３－０１６.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－11／とびら（２編）.pdf
	15行書（基本テキ）憲法－12／０１８－０２７.pdf
	pdf／15行書（基本テキ）憲法－50／復習問題①（新P200～203）.docx（A4）.pdf

